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Ⅰ 計画の策定にあたって 

１ 計画の背景と趣旨 
本市では、平成 21 年３月に「食育推進計画」（第１期）を策定し、同年「食を活かした元気

な石巻」都市宣言を行い、海、山、川、田畑がある、豊かな食に恵まれた風土を活かした取組を

推進してきました。平成 26 年３月には「第２期石巻市食育推進計画」を策定し、特に食文化の

継承と地産地消の取組を重点項目として、基本理念の実現に向けて取り組んできました。 

東日本大震災から７年が経過し、「石巻市震災復興基本計画」では平成 30 年度から平成 32 年

度は「本市が新たな魅力と活力ある地域として生まれ変わり、発展していく期間」とされていま

す。食育推進計画も平成の時代を終えて新たな時代に向けての取組が必要とされています。 

本市では、国の「第３次食育推進基本計画」、県の「第３期宮城県食育推進プラン」との整合を

図りつつ、市の上位計画である「石巻市総合計画」、「石巻市震災復興基本計画」を基幹に据えて、

計画の基本理念である『石巻の「すこやかな体と心を育む豊かな食」を未来へつなごう』の実現

に向けて、今後５年間、発展期を後押しする食育の取組として施策展開を図ることとしました。 
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２ 国の方向性 
平成 17 年６月に「国民が生涯にわたって健全な心身を培い、豊かな人間性をはぐくむ」（食育

基本法第１条）ことを目的として、「食育基本法」が制定されました。同法に基づき、食育推進基

本計画（平成 18 年度～平成 22 年度まで）及び第２次食育推進基本計画（平成 23 年度～平成

27 年度まで）を作成し、国は 10 年にわたり、都道府県、市町村、関係機関・団体等とともに

食育を推進してきました。 

しかし、特に若い世代では、健全な食生活を心がけている人が少なく、朝食欠食の割合が高く、

栄養バランスに配慮した食生活を送っている人が少ないなど、健康や栄養に関する実践状況に課

題が見受けられます。 

今後の食育の推進にあたっては、食をめぐる様々な課題を踏まえ、関係者がそれぞれの特性を

生かしながら、連携・協働し、国民が「自ら食育推進のための活動を実践する」（食育基本法第６

条）ことに取り組むとともに、実践しやすい社会環境づくりにも取り組むことで、食をめぐる諸

課題の解決に資するように推進していくことが必要です。国では、これまでの食育の推進の成果

と食をめぐる状況や諸課題を踏まえつつ、食育に関する施策を総合的かつ計画的に推進していく

ため、平成 28 年度から平成 32 年度までの５年間を期間とする第３次食育推進基本計画を作

成し、推進しております。          

 
 
   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

第３次食育推進基本計画（平成 28 年度～平成 32 年度） ＜食育推進の目標＞ 

（１）食育に関心を持っている国民を増やす 

（２）朝食又は夕食を家族と一緒に食べる「共食」の回数を増やす 

（３）地域等で共食したいと思う人が共食する割合を増やす 

（４）朝食を欠食する国民を減らす 

（５）中学校における学校給食の実施率を上げる 

（６）学校給食における地場産物等を使用する割合を増やす 

（７）栄養バランスに配慮した食生活を実践する国民を増やす 

（８）生活習慣病の予防や改善のために、ふだんから適正体重の維持や減塩等に

気をつけた食生活を実践する国民を増やす 

（９）ゆっくりよく噛んで食べる国民を増やす 

（10）食育の推進に関わるボランティアの数を増やす 

（11）農林漁業体験を経験した国民を増やす 

（12）食品ロス削減のために何らかの行動をしている国民を増やす 

（13）地域や家庭で受け継がれてきた伝統的な料理や作法等を継承し、伝えてい

る国民を増やす 

（14）食品の安全性について基礎的な知識を持ち、自ら判断する国民を増やす 

（15）推進計画を作成・実施している市町村を増やす 
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３ 県の方向性 
県では、食育基本法及び国の第３次食育推進基本計画の趣旨を基に、さらに、第２期計画によ

る取組の推進状況を踏まえ、宮城の特性を生かした食育をさらに展開していくための指針として

「第３期宮城県食育推進プラン」を策定しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

これら国・宮城県が示す考え方、方向性を踏まえ、上位計画やその他関連計画との整合性を図

り、市における食育推進の目標を設定し、具体的な取組とそれを支援する環境の構築を目指しま

す。 

基本目標 

県民一人一人が，食を生きる上での基本

としてとらえ，健全な食生活と心身の健

康増進を目指します 

多彩で豊富な宮城の食材の理解と食文化

の継承を通して，豊かな人間形成を目指

します 

行動目標 

バランスのとれた食生活で適正体重の維

持に努めましょう 
食卓に宮城の食材を取り入れましょう 

食育推進の基本方向 

① 健全な食生活に必

要な知識の習得と

実践能力の育成 

② 宮城の風土に育ま 

れた食材・食文化 

の理解と継承 

③ 食の安全安心に係 

る関係者間の信頼 

関係構築 

④  多様な機関の連

携・協働による食

育の推進 

重点施策 

重点施策１ 

食育を通した 

健康づくり 

重点施策２ 

「食材王国みやぎ」 

の理解と継承 

重点施策３ 

食の安全安心に 

配慮した食育 

重点施策４ 

みんなで支えあう 

食育 

Plan１ 

生涯を通した健康づ 
くり 
・第２次みやぎ２１健康 

プランの推進 

・子どもの基本的生活 

習慣の定着促進 

Plan２ 

健全な食生活の実現 
・望ましい食習慣の形 

成と実践促進 

・食卓を囲んだ食育の 

推進 

・給食を通した食育の 

の推進 

Plan３ 

農林漁業体験を通し
た食育の推進 
Plan４ 

地産地消の推進 
・地産地消意識の普及 

啓発 
・給食等における県産 

食材の利用推進 
・農産物直売所の活用 

による生産者と消費 
者の交流推進 

Plan５ 

食文化の継承 
・地域における継承活 

動への支援 
・給食等における地域 

の郷土料理や伝統的 
な食文化の紹介 

Plan６ 

食の安全安心に係る 
信頼関係の確立 
・食の安全安心に関す 

る知識の普及 

・食品表示の適正化の 

推進 

・食の安全安心県民総参 

加運動への参加促進 

Plan７ 

食育支援ネットワー
クの強化 
Plan８ 

食育推進の環境づく 
り 
・子どもや若い世代への 

食育推進体制の強化 

・食育に関わる人材の 

育成・活動支援 

・食品関連事業者等の 

取組の推進 
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４ 計画の位置づけ 
「石巻市食育推進計画」は、「食育基本法」第 18 条第１項に基づく市町村食育推進計画であ

り、国、県の食育推進計画との整合性を保ちます。 

また、「六次産業化･地産地消法」（地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及

び地域の農林水産物の利用促進に関する法律）第 41 条第１項に基づく地域の農林水産物の利用

の促進についての計画であり、国の農林漁業者等による農林漁業及び関連事業の総合化並びに地

域の農林水産物の利用の促進に関する基本方針との整合性を保ちます。 

さらに、市の「石巻市総合計画」と「石巻市震災復興基本計画」（平成 23 年度から平成 32 年

度まで）を最上位におき、最も深い関連がある「石巻市健康増進計画」と調和を図り、「特定健康

診査等実施計画」、「石巻市高齢者福祉計画・介護保険事業計画」、「子ども・子育て支援事業計画」、

「石巻市教育振興基本計画」などと相互連携するものです。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

５ 計画の期間  
本計画は平成 31 年度（2019 年度）を初年度とし、平成 35 年度（2023 年度）を目標年度

とする５年間の計画となっています。 

 

石巻市総合計画 石巻市震災復興基本計画 

県 

 

宮
城
県
食
育
推
進
プ
ラ
ン 

国 

 

食
育
推
進
基
本
計
画 

石巻市 
健康増進計画 

石巻市 

食育推進計画 
特定健康診査等 

実施計画 

石巻市 
高齢者福祉・ 

介護保険事業計画 

石巻市 
子ども・子育て
支援事業計画 

石巻市教育振興基本計画 

食育基本法 

六次産業化・地産地消法 国 

農林漁業者等及び関連事業の総合化並びに地域の 

農林水産物の利用の促進に関する基本方針 


